
様式第1号(第4条関係) 

 

補助金等取扱基準 

補助金等の名称 私立保育所・認定こども園施設整備補助金 

補助事業等の 

目 標 
私立保育所・認定こども園施設の整備促進 

補助事業等の 

対 象 者 

次に掲げる者とする。 

(1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第35条第4項の規定により私立保

育所を現に設置し、又は設置しようとする者 

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成18年法律第77号）の規定により認定こども園を現に設置し、

若しくは設置しようとする者 

補助対象経費 

次に掲げる費用とする。 

(1) 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱（令和5年8月22日付けこ成

事第466号こども家庭庁長官通知）の規定により算定した保育所又は認

定こども園の施設整備に要する費用 

(2) 保育所又は認定こども園の施設及び設備の整備に要する経費（国及び

県から補助金を受ける場合又は(1)による補助金を受ける場合には、そ

の補助金の額を控除した額）で市長が認めたもの。ただし、土地の買収

費は除く。 

補助金等の額 

及びその算定 

方法又は補助率 

補助金の額は、予算の範囲内において次に掲げる補助率により算定した額の

合計額とする。 

(1) 補助対象経費の(1)に該当するものについては、補助率3/4以内とす

る。ただし、1,000円未満を切り捨てとする。 

(2) 補助対象経費の(2)に該当するものについては、補助率1/2とする。た

だし、1,000万円を限度とする。 

【補助金等の額が5万円未満、補助率が補助対象経費の1/2を超える場合の理由】 

国の補助を受けて実施する事業であるため。 

補助事業等の 

評 価 

補助事業者からの実績報告書等を審査の上、担当部署により効果を評価す

る。 

補助事業等の 

開 始 時 期 
平成11年9月28日 

補助事業等の 

終 了 時 期 

 

【終了時期が3年を超える場合の理由】 

多様化する保育需要に対応するため、私立保育所及び認定こども園における

保育サービスの充実が持続的に図られるよう支援していく必要があるため。 

情 報 の 

公表の方法等 

補助事業者、補助事業の内容、補助金交付金額、評価内容を諏訪市ホームペー

ジにて公表する。 

そ の 他  



提 出 書 類 

補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（1）諏訪市私立保育所・認定こども園施設整備補助金交付申請書（様式2号

－1） 

（2）設計書又は見積書 

（3）設計図又はカタログ 

補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに次に掲げる書類を市長に提

出しなければならない。 

（1）諏訪市私立保育所・認定こども園施設整備補助金実績報告書（様式第5

号－1） 

（2）補助事業に係る領収書又は支出を証する書類の写し 

（3）しゅん工写真 

（4）その他必要な書類 
諏訪市補助金等交付規則に定める様式を除く。 

担 当 部 署  諏訪市 こども未来部 次世代育成課 保育係 

平成25年 4月 1日 一部改正 

令和 2年 3月31日 一部改正（令和 2年 4月 1日 施行） 

令和 5年11月 8日 一部改正（令和 5年11月 8日 施行） 

令和 6年 3月15日 一部改正（令和 6年 4月 1日 施行） 

令和 8年 3月23日 一部改正（令和 8年 4月 1日 施行） 

 


